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別紙５ 
 

「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインター

ロック（廃品コールドトラップ）」「重量異常高による過

充填防止のインターロック（廃品回収槽）」「ガス移送ヘ

ッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック

（廃品ガス移送ヘッダ）」「廃品回収槽回収停止による待

機槽回収開始のインターロック」について 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(2) 加熱に対する考慮 

UF6の加熱は，UF6が八戸気象観測所で観測された過去の最低気圧962.1 hPa（1970年）を超えない範囲とし

て960 hPa以下，同圧力となる加熱温度56 ℃（UF6蒸気圧による）を超えないよう管理を行う。また，圧力又

は温度が前述値を超える前に警報を発するとともに自動的に加熱を停止するインターロックを設ける。 

・ コールドトラップの加熱には，電気ヒータと冷凍機ユニットから供給する熱媒を用いる。加熱中にコール

ドトラップ内の圧力又は温度が異常に上昇した場合は，大気圧を超えない範囲又は管理温度を超えない範

囲で，警報を発するとともに自動的に熱源を切る「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインター

ロック」を設ける。 

 

(3) 閉じ込めの機能 

圧力又は温度，充填量等を監視し，ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロ

ックを設ける。 

・ コールドトラップのガス移送時に，ガス移送配管の圧力が上昇（ただし大気圧以下）した場合は，大気圧

を超えない範囲で警報を発するとともに，コールドトラップの移送停止及び回収側の槽の回収を停止する

「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」を設ける。 

・ 2号製品回収槽及び2号廃品回収槽のUF6回収時に，UF6シリンダ類への過充填を防止するため，最大充填

量に達する前に警報を発するとともに，自動的に充填を停止する「重量異常高による過充填防止のインタ

ーロック」を設ける。 

・ 2A廃品コールドトラップから2号廃品回収槽へのガス移送時に2号廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発

生した場合に，系内の圧力の上昇を避けるため，待機中の2号廃品回収槽が自動で回収する「廃品回収槽

回収停止による待機槽回収開始のインターロック」を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 2A廃品コールドトラップ，廃品回収槽：計装盤の更新（機能変更無し） 

・ 2A 廃品ガス移送ヘッダ，廃品回収槽の待機槽回収開始：事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置 

 

 

各インターロックに関する補足説明 

・ 「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインターロック」廃品コールドトラップ 

  廃品コールドトラップ内の圧力は配管に設置した圧力計で計測し，大気圧を超えない範囲で加熱

を停止（冷凍機(熱媒供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

  廃品コールドトラップ内の圧力はコールドトラップ加熱温度（＝内温度）により変化（グラフ参

照）するため，廃品コールドトラップ内の圧力が大気圧を超えない温度で加熱停止（冷凍機(熱媒

供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

・ 「ガス移送ヘッダ配管圧力異常によるガス移送停止のインターロック」廃品ガス移送ヘッダ 

  廃品ガス移送ヘッダの圧力を配管に設置した圧力計で計測し，大気圧を超えない範囲で廃品コー

ルドトラップの加熱を停止（冷凍機(熱媒供給)停止，ヒータ通電停止）する。 

・ 「重量異常高による過充填防止のインターロック」廃品回収槽 

  廃品回収槽に設置した重量計でシリンダの重量を計測し，最大充填量（12501kg-UF6））に達する

前に回収を停止する。 

・ 「廃品回収槽回収停止による待機槽回収開始のインターロック」廃品回収槽 

  廃品回収槽の故障に伴う回収停止が発生した場合に，系内の圧力の上昇を避けるため，待機中の

廃品回収槽が自動で回収する（廃品回収槽2A分のみ。2A,2B,2C共通槽への移送時はコールドト

ラップ加熱温度を下げることで，系内圧力の上昇を抑える）。 
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別紙６ 

「圧力異常高又は温度異常高による加熱停止のインター

ロック（一般パージ系コールドトラップ）」について 
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別紙７ 
 

「ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック

（捕集排気系、カスケード排気系、一般パージ系）」に

ついて 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(3) 閉じ込めの機能 

圧力又は温度，充填量等を監視し，ウランを直接内包する系統及び機器からの漏えいを防止するインターロ

ックを設ける。 

・ ロータリポンプが停止した場合に，ロータリポンプの入り口弁を自動的に閉とし，UF6を工程内に閉じ込め

る「ロータリポンプ停止に伴う入口弁閉のインターロック」を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 計装盤の更新（機能変更無し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤文字で示した

箇所は，記載充実

化のため設工認

申請書の修正又

は追記とする。

（本頁以降同様） 

 

8787



88



 
 

 

【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 状態と弁作動の関係の記載を適正化（機能変更無し）。 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6処理設備 図-30 外部電源喪失におけるロータリポンプ停止時のロータリポンプ

入口弁閉のインターロック（2号捕集排気系ロータリポンプ） 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6処理設備 図-30 外部電源喪失におけるロータリポンプ停止時のロータリポンプ

入口弁閉のインターロック（2号カスケード排気系ロータリポンプ(CB系)） 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6 処理設備 図-2 外部電源喪失によるロータリポンプ入口弁閉のインターロック

（2号カスケード排気系ロータリポンプ(2A-CS系)） 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

ハ 濃縮施設 （ロ）UF6処理設備 図-30 外部電源喪失におけるロータリポンプ停止時のロータリポンプ

入口弁閉のインターロック（2号一般パージ系ロータリポンプ） 
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別紙８ 
 

「第1種管理区域の排気機能維持」について 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-1 気体廃棄物廃棄設備の仕様（1号中間

室系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（現場指示計）を設置していたものを計装盤更新とあわせて

「変更後」に示す検出器（伝送器）に交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 

 

設工認申請書欄

の赤文字で示し

た箇所は，記載充

実化のため設工

認申請書の修正

又は追記とする。

（本頁以降同様） 

 

 

警報設定値は警

報動作範囲（負

圧19.6Pa）に余

裕を見込み設定

する（設定値の

例 ： 負 圧

29.4Pa）。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 
 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-2気体廃棄物廃棄設備の仕様（1号発生回

収室系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（現場指示計）を設置していたものを計装盤更新とあわせて

「変更後」に示す検出器（伝送器）に交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 

 

 

 

警報設定値は警

報動作範囲（負

圧19.6Pa）に余

裕を見込み設定

する（設定値の

例 ： 負 圧

29.4Pa）。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-3 気体廃棄物廃棄設備の仕様（1号均質

室系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（現場指示計）を設置していたものを計装盤更新とあわせて

「変更後」に示す検出器（伝送器）に交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 表-2 気体廃棄物の廃棄設備の仕様（2号発

回均質棟系排風機） 

 

・ 既認可設工認では，計器仕様，警報動作点等の記載なし。 

・ 設工認仕様表の「変更前」に示す検出器（伝送器）および検出器（現場指示計）を計装盤更新とあわ

せて「変更後」に示す検出器（伝送器）に更新または交換するとともに，単位系の修正を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3. 警報設備及びインターロック 

(4) 負圧維持 

第1種管理区域が正圧とならない範囲で，警報を発するとともに，第1種管理区域の室内が正圧になること

を防ぐため，起動時には排風機が送風機より先に起動し，停止時には送風機が排風機より先に停止する「第1種

管理区域の排気機能維持」を設ける。また，排風機の故障時には，予備の排風機を起動し，排気設備の運転を

継続する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 計装盤の更新（機能変更無し） 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 図-3 1号中間室系 負圧維持インターロッ

ク 

・ 機能変更無し。 

 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 図-4 1号発生回収室系 負圧維持インター

ロック 

・ 機能変更無し。 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ 

 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 図-5 1号均質室系 負圧維持インターロッ

ク 

・ 機能変更無し。 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既認可設工認認可番号：6安（核規）第665号（平成6年12月15日） 

チ 放射性廃棄物の廃棄施設 （イ）気体廃棄物の廃棄設備 図-9 第1種管理区域の負圧維持のインター

ロック 

・ 機能変更無し。 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 
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設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前頁に同じ（前頁を抜粋して再掲） 

 

 

本頁は既認可設

工認との対比

（変更箇所）を

示す。 

 

 

 

103103



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

別紙９ 
 

「第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するための警

報を設定し，中央制御室において警報を発する設計」に

ついて 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対

策によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）

に関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3.警報設備及びインターロック 

(5) 放射線監視・測定設備の警報機能 

排気用HFモニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するととも

に，第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計

とする。 
 

 

既認可設工認認可番号：平成13・11・19原第8号（平成13年12月19日） 

リ 放射線管理施設 表-1 放射線監視・測定設備の仕様（排気用HFモニタA(増設分)） 

・ 機能変更無し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 設備更新（機能変更無し） 

 

 

本頁は既認可設工認

との対比（変更箇所）

を示す。 

 

 

 

  警 報 設 定 値 は

120ppb【安全協定の

放出管理目標値

「0.1mg/m3 :HF(3ヶ

月平均)」を ppb に

換算した値】に設定

する。 

 

 

 

設工認申請書欄の赤

文字で示した箇所

は，記載充実化のた

め設工認申請書の修

正又は追記とする。

（本頁以降同様） 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 
 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対策

によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）に

関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3.警報設備及びインターロック 

(5) 放射線監視・測定設備の警報機能 

排気用 HF モニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するととも

に，第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計と

する。 
 

 

既認可設工認認可番号：平成13・11・19原第8号（平成13年12月19日） 

リ 放射線管理施設 表-2 放射線監視・測定設備の仕様（排気用HFモニタB） 

・ 機能変更無し。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 設備更新（機能変更無し） 

 

 

本頁は既認可設工認

との対比（変更箇所）

を示す。 

 

 

 

 

  警 報 設 定 値 は

1.9ppb【モニタAの

警報設定値以下で，

設定可能なモニタB

上限(2ppb)以下の

値】に設定する。 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第 18 条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対

策によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）

に関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）については，

本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロックの動

作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3.警報設備及びインターロック 

(5) 放射線監視・測定設備の警報機能 

排気用 HF モニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するととも

に，第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計

とする。 
 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

リ 放射線管理施設 （イ）放射線監視・測定設備（警報機能の更新） 表-2 放射線監視・測定設備

の仕様（1号発生回収室換気用モニタ） 

・ 機能変更無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 設備更新（機能変更無し） 

 

 

 

本頁は既認可設工認

との対比（変更箇所）

を示す。 

 

 

 

 

  警報設定値は UF6の

漏えいを早期に検

知できる 0.4ppb に

設定する。 
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【第4回申請】 

設工認申請書 補足説明 備考 

 

Ⅴ-1-1-10 

警報設備等に関する説明書 

 

1.概要 

本資料では，技術基準規則第18条の要求事項に変更はないが，事業変更許可申請書にて示した追加安全対

策によるインターロックの新規設置及び設備更新する機器に設置しているインターロック（警報機能を含む）

に関する警報設備等について説明する。その他の機器に設けるインターロック（警報機能を含む）について

は，本項における要求事項に変更はないが，計装盤の更新（機能変更無し）を行うとともに，インターロック

の動作概要を示す図等を説明書に追加する。 

 

3.警報設備及びインターロック 

(5) 放射線監視・測定設備の警報機能 

排気用HFモニタ及び換気用モニタは，その測定値を中央制御室において表示し，監視及び記録するととも

に，第1種管理区域内のUF6の漏えいを検知するための警報を設定し，中央制御室において警報を発する設計

とする。 
 

 

既認可設工認認可番号：平成23・07・29原第41号（平成23年11月1日） 

リ 放射線管理施設 （イ）放射線監視・測定設備（警報機能の更新） 表-3 放射線監視・測定設備の

仕様（1号均質室換気用モニタ） 

・ 機能変更無し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明書本文「1.概要」のうち下記事項に該当 

・ 設備更新（機能変更無し） 

 

 

本頁は既認可設工認

との対比（変更箇所）

を示す。 

 

 

 

  警報設定値はUF6

の漏えいを早期

に検知できる

0.4ppb に設定す

る。 

 

108108



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

別紙１０ 
 

「遠心機過回転防止機能」について 
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